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普通ポルトランドセメント

高炉セメントB種

セメント種類

100

100

380

377

380

377

0.500

0.500

水セメント比

W/C（%）

セメント

C（kg）

水

W（%）

注入量

拡大比

1.0≦ω≦1.25

1.25＜ω≦1.75

1.75＜ω≦2.0

水セメント比

100%（10N/mm ）

85%（17N/mm ）

85%（17N/mm ）

85%（17N/mm ）

60%（25N/mm ）

60%（25N/mm ）

65%（22N/mm ）

60%（25N/mm ）

55%（30N/mm ）

N≦20 20＜N≦40 40＜N

杭 の 種 別 回 数

試験杭 1本毎

本杭
継ぎ手のある場合

継ぎ手のない場合

20本毎またはその端数につき1回

30本毎またはその端数につき1回

連結シャフト (スクリューまたはロッド)

通
常
掘
削
径
以

下

2,000以下

オーガーヘッド（機械式例）

スリットスクリュー

3,000～10,000

1,000～10,000

1,000～10,000

攪拌ロッド全体図

Φ1200-1000：1250～1300
Φ1100-900：1150～1200
Φ1000-800：1050～1100
Φ900-700：950～1000
Φ800-600：850～900
Φ750-600：800～850
Φ650-500：700～750
Φ600-450：650～700
Φ550-400：600～650
Φ500-400：550～600
Φ450-300：500～550
Φ440-300：500～550

杭径：a部の寸法

a

Φ440-300：500～550
Φ450-300：500～550
Φ500-400：550～600
Φ550-400：600～650
Φ600-450：650～700
Φ650-500：700～750
Φ750-600：800～850
Φ800-600：850～900
Φ900-700：950～1000
Φ1000-800：1050～1100
Φ1100-900：1150～1200
Φ1200-1000：1250～1300

杭径：a部の寸法

a
a

3,000～10,000

400～1,000

400～1,000

3,000～10,000

杭径：(a部の寸法)－(b部の寸法)

a：通常掘削部径
b：拡大掘削部径

Φ440-300：(500～550)-(500～1000)
Φ450-300：(500～550)-(500～1000)
Φ500-400：(550～600)-(550～1100)
Φ550-400：(600～650)-(600～1200)
Φ600-450：(650～700)-(650～1300)
Φ650-500：(700～750)-(700～1400)
Φ750-600：(800～850)-(800～1600)
Φ800-600：(850～900)-(850～1700)
Φ900-700：(950～1000)-(950～1900)
Φ1000-800：(1050～1100)-(1050～2100)
Φ1100-900：(1150～1200)-(1150～2300)
Φ1200-1000：(1250～1300)-(1250～2500)

(単位：ｍｍ）

（m ）

プレボーリング拡底根固め工法(大臣認定工法）　特記仕様書

   ４）強度の管理
             管理試験は、充填液について下表により行う。

杭先端部に、先端支持力を確保するために拡大根固め部の体積量を注入し、杭先

端平均N値（N）と拡大比（ω）に応じて、水セメント比は下記を標準とする

    ３）根固め液

                1.セメントは、普通ポルトランドセメント、早強セメントおよび混合セメントを用いる。

                2.練り混ぜに使用する水は、上水道水またはセメント硬化に悪影響のない水とする。

杭周充填液は、杭体と地盤とを一体化させる目的で注入する。

    ２）杭周充填液（W/C＝100%・圧縮強さ：10N/mm ）

杭周充填液材料の基準量(対象土1m あたり)を下表に示す。

＊（　）内は、管理強度

    １）材料

2

＊普通ポルトランドセメント：比重3.15、高炉セメント：比重3.05

3

① ② ③ ④ ⑤

拡
大
掘
削
部
（2

m

～
杭
長
の5

0%

）

拡
大
周
面
部

[

根
固
め
部
＝2m

か
つD

e]

a
b

2

2

2

3

2

2

2

2

2

2

節杭 拡頭節杭
(中間径ﾀｲﾌﾟ)

拡頭節杭
(節部径ﾀｲﾌﾟ)

ｽﾄﾚｰﾄ杭 拡頭杭 複合節杭

１) 杭の構造

２) 杭の構成

３) 杭径

※本図は、Hyper-MEGA工法（大臣認定工法）の概要を示すものであり、施工メーカーを規定するものではない。

会社とする。

                          を行い、安全活動には全面的・積極的に参加する。
                      b)  各種機械の運転者は、使用する機械器具の使用前点検を行い、損傷・変形
                          ･機能不具合等があれば修理・交換等必要な措置を講じ、その記録を残す。

                          の指揮のもとに行う。
                      c)  杭打機の組立・据え付け・解体は、予め定めた計画に基づき、作業指揮者

                      d)  現場内の作業地盤は平坦にし、軟弱地盤の場合は転倒防止のためにサンド
                          マット・敷き鉄板・地盤改良等で補強を行う。

                          必ず有資格者が行う。
                      e)  杭打機等機械器具の運転は専任の者によることとし、資格を要する作業は

                      f)  鉄道・道路・高圧架線・電灯線・通信線・建築物・地下埋設物等既存のも
                          のに近接して作業を行う場合は、元請業者と打ち合わせを行い、関係者の
                          立ち会いを求める等して事故防止につとめる。

                      g)  作業者または第３者の接触・挟まれ・転落落下をおこさないように、立入
                          禁止措置または監視・誘導を充分に行う。
                      h)  現場での作業開始前に、作業員全員による打ち合わせ・確認を行い、作業
                          者の配置(役割分担)を定め、元請業者への届け出を行う。

                         よう充分に留意する。

                         杭の施工に伴って発生する可能性のある労働災害には、杭打機の転倒・接
                         触・挟まれ・巻き込まれ・衝突・飛来落下・墜落・感電等がある。

                      a)  作業指揮者および作業者は、予め定めた手順に従って規律ある正しい作業
          2. 災害の防止

          1. 災害の種類

   １）安全対策

   ２）公害対策

                         がある。これらが発生して、近隣環境や第３者に影響を及ぼすことのない

                         本工法の施工に伴って発生する可能性のある公害は、騒音・振動・粉塵・
                         地盤沈下・地下水汚染・泥土や泥水の場外流出による汚損・土砂の飛散等

1. 工事概要・組織
2. 実施工程表
3. 使用杭の仕様・諸元
4. 充填液の配合・使用量・試験結果

5. 使用機械器具
6. 試験杭施工記録
7. 本杭施工記録
8. その他必要事項

5.杭周充填液および根固め液の密度測定を1日1回行う。
4.充填液の圧縮強さは、材齢28日として管理する。(　上記３）根固め液 参照　)

3.強度試験は、JIS A 1108（コンクリートの圧縮試験方法）による。

2.供試体は、(社)土木学会「コンクリート標準示方書（規準編）」のブリージング率
1.1回の試験の、供試体の数は杭周充填液および根固め液を各3個とする。

　および膨張率試験方法案(体積方法)によるポリエチレン袋を用いて、グラウトプラン

　トより採取し、直径50mm・高さ100mm程度の円柱形に仕上げる。

　　　　  　　1.施工能率

　　　　  　　3.使用機械の適否

　　　　  　　5.逸水の有無
　　　　  　　4.高止まりの有無

　　　　  　　6.先端地盤の確認
　　　　  　　7.拡翼の確認

   ２）試験杭は、本工事に先立ち、設計・施工計画の妥当性を確認するために実施する。

   ３）試験杭では、本工事と同一寸法の杭、本工事に使用予定の機械器具を用いることを原則とし、次の項目

       について確認する。

杭施工地盤面－68.5m、先端地盤が粘土質地盤の場合は杭施工地盤面－60.0mとする。

　　最大施工深さは、先端地盤が砂質地盤の場合は杭施工地盤面－68.5m、先端地盤が礫質地盤の場合は

５) 最大施工深さ

４)杭姿図

　　使用する杭の姿図の例を示す。

　　①節杭(拡頭節杭を含む)の径は、以下のものとする。

　　　　節部径 φ1200～φ400

      　軸部径 φ1000～φ300

　　②ｽﾄﾚｰﾄ杭(拡頭杭を含む)の径は、以下のものとする。

　　　　杭径 φ298.4～φ1200

　　節杭(拡頭節杭,複合杭を含む)のみ、または節杭（拡頭節杭を含む）とこの上方に継いで仕様するｽﾄﾚｰﾄ杭
　　(拡頭杭を含む)により基礎杭を構成する。なお、下杭には必ず節杭(拡頭節杭を含む)を使用する。

　　使用する杭は下記のものとする。

　　①平成13年国土交通省告示第1113号8号第二号、第三号、第四号、第五号及び第六号の何れかに基づき

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄの許容応力度が規定された既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭。

　　②建築基準法施工令第90条、平成12年国土交通省告示第2464号第1、第2に基づき鋼材の許容応力度が

　　　規定された鋼管。

   ２）工事着手前に、工事概要・工程・使用する杭の明細・使用機械等を明記した施工計画書を作成し、
       監督員の承認を得る。

   １）本工事に採用する工法は「Hyper-MEGA工法」(認定番号：TACP-0360号,TACP-0361号,TACP-0362号）とする。

ただし、後者の場合でも地盤の許容支持力については、工法認定取得会社が責任を負う。
   ３）工事施工者および管理者は、工法認定取得会社もしくは同社が承認した施工

 　本工法の標準的な施工手順を下図に示し、その概要を以下に記述する。

①施工機据え付け・杭芯ｾｯﾄ

　　掘削芯を確認しつつ、適宜、掘削液を送りながら地盤に適した速度で所定の位置まで掘削する。

②拡翼・拡大掘削

　　拡大羽根を拡翼し、充填液を吐出しながら、所定の深度まで、拡大掘削して引き上げる。

③再掘削・混合撹拌

　　拡大羽根を閉翼させ、拡大周面部を掘削した後に再度拡翼し、拡大周面部でｵｰｶﾞｰを上下反復する。

　その際に充填液と掘削土砂とを混合撹拌し、拡翼で所定深度に到達するまで且つ3回以上これを繰り

　返す。

④根固め部築造・引き上げ

　　所定範囲にて根固め液を注入しながら、根固め部で上下反復を3回以上、且つ3分以上、混合撹拌し

　根固め部を築造した後、ｵｰｶﾞｰを引き上げる。

⑤杭の建て込み

　　鉛直性を確認しながら杭を建て込み、所定位置に定着させる。

１．一般事項

２．使用杭

３．試験杭

４．施工方法 ６．充填材の配合と管理

５．掘削装置の形状および寸法

８. 安全・公害対策

７．施工記録

       決定する。
   １）試験杭の位置および数量は、地盤調査・敷地状況・建築物の平面計画等を考慮し、監督員と協議して

　　　　  　　2.地中障害の有無




